
番号

８の２

１５ 休暇

１９ 休暇

２０ 休暇

２１ 休暇

番号

手続き

条例第１５条の特別休暇は、次の表に掲げるとおりとする。

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第１２条

（特別休暇）

添付書類

職員の分娩

出産後、速やかに提出（２
部）分 娩 証 明 書

学　校　長
↓

地教委

４．特別休暇

公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１５条
特別休暇は、災害その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合として人
事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

書　類　名事　　　　項

産前休暇願

備　　　　考

学　校　長
↓

地教委
分娩予定証明書

提　　出　　先

１２

産後休暇願

届
承認簿

看　護

学　校　長

学　校　長社会に貢献する活動

要介護者の状態等
申出書

4-3-4-1(2022.2.25)

育児休暇時間簿

ボランティア
活動計画書

種類と期間

　※無給休暇を取得した際は速やかに小中学校課へ電話連絡をし、「無給休暇取得の報告について」を
　　地教委経由で提出する。

時間単位

備　　　　考

「出勤」に係る事案のみを対象とする。
また「感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律」による交通の制限
又は遮断の措置が公的行政機関によって講
ぜられた場合も含む。ただし、雨天時等の
単なる交通渋滞や職員の過失が認められる
場合などは除く。

承認を与える期間

その都度必要があると認める
時間（出勤を妨げていた原因
が解除又は回復されるまでの
期間と、その後出勤に要する
時間を加えた時間）

親族の死亡を確認できる
書類の添付（会葬礼状、
住民票除票 等）

届
承認簿

まとめて請求する場合には、期間を
明示した添付書類が必要
男性職員が請求する場合は、配偶者
の養育状況について休暇承認簿の理
由欄又は添付書類の備考欄に記入す
る
※臨時的任用教職員は無給で取得可

※臨時的任用教職員は無給で取得可

育　児

学　校　長

学　校　長

学　校　長

速やかに提出（２部）

届の事由欄に休暇の名称と要介護者
の続柄を記入
職員から請求があった時点で管理簿
を作成
学校長が保管し異動時には新学校長
等に引き継ぐ

学　校　長

届の事由欄に被看護者の続柄、負
傷・疾病等の内容及び休暇の名称を
記入
職員から請求があった時点で管理簿
を作成（小学生以下の子がいない場
合は省略可）
学校長が保管し異動時には新学校長
等に引き継ぐ

※臨時的任用教職員は無給で取得可

１

地震、水害、火災その他
の災害又は交通機関の事
故等による職員の著しい
出勤困難

父母、配偶者
及び子の祭日

届
承認簿

祭日休暇添付書類

忌　引
届
承認簿

忌引休暇
取得状況報告書

事　　　　由

１７ 短期の介護 休暇
届
承認簿

１６ 休暇
届
承認簿

不妊治療
出生サポート
休暇承認願

学　校　長

「出生サポート休暇承認願」は、所
属長が５年間保存すること
暦年中に所属異動のあった職員の当
該年の「出生サポート休暇承認願」
は、旧所属長から新所属長に引き継
ぐこと
（旧所属の所属長はコピーを５年保
存しておくこと)
診断書等の証明書類の提出は原則不
要
教職員のプライバシーが保護される
よう配慮する必要が管理職にある

根拠となる法令等

特別休暇とは、特別の事由により職員が勤務しないことが相当として人事委員会で定める日
又は時間である。



ア

※

イ

８の
２

時間単位

７時間４５分
で１日

つわりとは限っていない。
※休暇の残日数のすべてを使用しようと
　する場合において、当該残日数に１時
　間未満の端数があるときは、当該残日
　数のすべてを使用することができる。

※休暇の残日数のすべてを使用しようと
　する場合において、当該残日数に４時
　間未満の端数があるときは、当該残日
　数のすべてを使用することができる。

4-3-4-2(2022.2.25)

週休日・休日は、日数に算定しない。
４０才・５０才の誕生日の属する１暦年
において取得できる。
※５０才の教員については、所属長に
　おいて、連続する５日の休暇を計画
　することが業務の運営に著しい支障
  が生じると認める場合には連続する
  ３日以内と連続する２日以内に分け
  て休暇を計画することができる。
※休暇を１日も取得できなかった場合
　は、当該翌年に限り取得できる。
　　　　　　　　　　(H17.1.1.～)

８

９

７

時間単位

７時間４５分
で１日

妊娠の期間中１０日を超え
ない範囲で、その都度必要
があると認める日又は時間

妊娠障害
（妊娠中の女子職員が、妊娠
障害のため勤務することが著
しく困難である場合）

２日を超える期間については病気休暇。
（病気休暇を取得した場合、医療機関を
受診したことが確認できる書類の提示が
必要。）

承認することができる期間については、
結婚の日を含む６週間以内とする。ただ
し、公務等の都合により、これにより難
いと認められる場合にあっては、社会通
念に反しない範囲で所属長が認める期間
内とすることができる。

時間単位
その都度必要があると認め
る期間

不妊治療
（職員が不妊治療に係る通院
等のため勤務しないことが相
当であると認められる場合）

一の年につき５日（体外受
精その他の人事委員会が定
める不妊治療の場合10日）
を超えない範囲内でその都
度必要があると認める日又
は時間

始業の時刻から引き続き若しくは終業の
時刻まで引き続く４時間。

夏期特別休暇

女性職員の生理
（生理日において勤務するこ
とが著しく困難である者が請
求した場合）

職員の結婚

7/1～9/30の間で５日間
（期間中に勤務していない期
間がある場合、付与日数が
変わる）

４０才＝連続する３日以内
５０才＝連続する５日以内

１日単位

７時間４５分
未満

でも１日

１日単位

７時間４５分
未満

でも１日

１日又は
４時間単位

時間単位

その都度必要があると認め
る日。ただし、５日を超え
ることができない

６

時間単位

その都度必要があると認める時間 時間単位

個人的な訴状提出や、被告又は原告とし
ての裁判所への出頭は認められない。

裁判員、証人、鑑定人、参考
人等として国会、裁判所、地
方公共団体の議会、その他官
公署への出頭

その都度必要があると認める時間

計画の実施に伴い必要があ
ると認める時間

職員及び当該職員と同一の世帯に
属する者の生活に必要な水、食料
等が著しく不足している場合で、
当該職員以外にはそれらの確保を
行うことができないとき。

地方公務員法第４２条の規定
によりあらかじめ計画された
能率増進計画の実施

永年勤続休暇

※休暇の残日数のすべてを使用しようと
　する場合において、当該残日数に１時
　間未満の端数があるときは、当該残日
　数のすべてを使用することができる。

２

地震、水害、火災その他の災
害又は交通機関の事故等の際
の職員の退勤途上における身
体の危険回避

その都度必要があると認める時間

５

時間単位４

３

時間単位

選挙権その他公民としての権
利行使

「退勤途上」における事案を対象とす
る。なお、交通機関利用者に限らず承認
することができる。

地震、水害、火災その他の災害による
職員の現住居の滅失又は損壊等（地
震、水害、火災その他の災害により次
のいずれかに該当する場合その他これ
らに準ずる場合で、職員が勤務しない
ことが相当であると認められると
き。）

１週間を超えない範囲内で
その都度必要があると認め
る期間

職員の現住居が滅失し、又は損壊
した場合で、当該職員がその復旧
作業等を行い、又は一時的に避難
しているとき。

職員又は、家族の過失による火災等も含
まれる。

地震、水害、火災その他の災害により
単身赴任手当の支給に係る配偶者等の
現住居が滅失し、又は損壊した場合も
承認することが出来る。



ア ｱ

 

イ ｲ

ウ ｳ
※リハビリの介助等は該当しない。

１７

短期の介護

（負傷、疾病又は老齢により２週間
以上にわたり日常生活を営むのに支
障がある者（要介護者）の介護その
他の世話を行う職員が、他に介護可
能な家族がいる場合であっても、介
護を行う必要があり実際にその介護
に従事するとき。）
※（５．介護休暇２ページの範囲参照）

時間単位

７時間４５分
で１日

一の年につき５日（要介護
者が２人以上の場合にあっ
ては、１０日）を超えない
範囲内でその都度必要があ
ると認める日又は時間

※小学校就学の始期に達するまでの子の看護に
ついては、他に看護可能な家族がいる場合で
あっても、子の看護を行う必要があり、実際に
その看護に従事する場合。

※小学校就学の始期に達するまでの子以外の者
の看護については、職員以外に看護者がいない
と認められる場合。
（共働き等で現実に職員以外に看護をする者が
いない場合のほか、急病、通院・入院の看護等
で職員による看護が適当であると認められる場
合も含む。）

※要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護
サービスの提供を受けるために必要な手続の代
行その他の要介護者の必要な世話を行う場合。

休暇承認簿に「要介護者の状態等申出書」を添
付（該当すること・状況が明らかになるように
具体的に記入）して学校長に承認を得ること。

※小学校就学の始期に達するまでの子について
は、疾病の予防を図るために当該子に予防接種
又は健康診断を受けさせることも含む。

１０

妊産婦の健康診断
（妊娠中又は出産後１年以内の女
子職員が母子保健法（昭和４０年
法律第１４１号）第１０条及び第
１３条に規定する保健指導又は健
康診査を受ける場合）

医師等の特別の指示があった場
合は、いずれの期間についても
その指示された回数。
１回につき１日の正規の勤務時
間の範囲内で必要があると認め
る時間

時間単位

１２ 職員の分娩

産前休暇
出産予定日の８週間（多胎妊娠
の場合にあっては、１４週間）
前の日から出産日までの期間

１日単位

四万十町学校事務の手引き

4 服務 4 その他

　　　　　➁産前・産後へ

産後休暇

１３

男性職員の育児参加
（職員の配偶者が出産する場合であっ
て、当該出産に係る子又は小学校就学の
始期に達するまでの子（配偶者の子を含
む。）を養育する職員が、これらの子の
養育のため勤務しないことが相当である
と認められるとき。）

職員の配偶者が、１２の項に規
定する承認を与える期間に該当
する場合において、期間中５日
を超えない範囲内でその都度必
要があると認める日又は時間

徒歩通勤者には認められない。１１

妊婦の通勤緩和
（妊娠中の女性職員が通勤に交通
機関又は交通用具を利用する場合
において、その混雑の程度が母体
又は胎児の健康保持に影響がある
と認められる場合）

１日の正規の勤務時間の始め又
は終わりに、１日を通じて１時
間を超えない範囲内で各々必要
があると認める時間

時間単位

１回につき４５分ずつ又は１回に
つき３０分及び６０分（生後１年
６月に達した生児を育てる職員に
あっては、1回につき３０分ずつ）
の１日２回
（男性職員にあっては、配偶者が
取得する当該休暇（労働基準法第
６７条の規定に基づく休暇等を含
む。）を含む。）

時間単位

７時間４５分
で１日

配偶者の出産

育　児
（職員が生後２年に達しない生児
（特別養子縁組の成立前の監護対
象者等を含む。）を育てる場合。
ただし、男性職員にあっては、配
偶者が当該生児を育てることがで
きない場合に限る。）

１月は２８日として計算する。
☆妊娠 6月まで　　　  ４週間に１回
☆妊娠 7月から9月まで ２週間に１回
☆妊娠10月から分娩まで１週間に１回
☆産後 1年まで　　　　その間に１回

※休暇の残日数のすべてを使用しよう
とする場合において、当該残日数に１
時間未満の端数があるときは、当該残
日数のすべてを使用することができ
る。

産前休暇の一部を産後休暇へ振り替える
ことについては産前休暇のはじめの１週
間以内に限る。職務の都合上特に勤務を
要する場合のみで、本人の健康状態が良
好である場合に限る。

出産の日の翌日から８週間（多
胎妊娠による出産の場合にあっ
ては、１０週間）
ただし、出産予定日の８週間
（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の出産の場合に
あっては、１０週間

予定日より早く出産した場合は、出産の
翌日から予定日までの期間と、予定日の
翌日からの８週間（多胎児は１０週間）
を合わせた期間が産後休暇となる。出産
とは妊娠４月（８５日）以上の分娩で、
死産、流産等を含む。

出産するために病院に入院する等
の日から出産日以後２週間の期間
において３日を超えない範囲内で
その都度必要があると認める日又
は時間

１４

時間単位

７時間４５分
で１日

１６

4-3-4-3(2020.2.17)

※休暇の残日数のすべてを使用しようと
する場合において、当該残日数に１時間
未満の端数があるときは、当該残日数の
すべてを使用することができる。

・往復時間を別に与えることが望ましい。
（勤務時間の最初又は最後に請求する場合若しくは休
憩時間の前後に請求する場合は１回につき１５分を限
度。勤務時間の途中に請求する場合は、育児１回につ
き３０分を限度として加算することができる。）
・１日２回の育児休暇を連続して９０分（生後１年６
月に達した生児の場合は６０分）を請求することも差
し支えない。
・育児休暇の指定時間に年次休暇を取る場合は、年次
有給休暇となる。

１５

時間単位

６０分で
１時間

一の年につき５日を超え
ない範囲内でその都度必
要があると認める日又は
時間

時間単位

７時間４５分
で１日

ア又はイにより暦年につき定
められた期間の全てについて
承認を受けた後、職員の中学
校就学の始期に達するまでの
子が負傷又は疾病等の事由に
より看護を必要とする場合。

職員の小学校就学の始期に達する
までの子（配偶者の子を含む。以
下この項において同じ。）が負傷
又は疾病等の事由により看護を必
要とする場合において、当該看護
のため職員が勤務しないことが相
当であると認められるとき。

看　護

一の年につき５日（小学
校就学の始期に達するま
での子が２人以上の場合
にあっては、１０日）を
超えない範囲内でその都
度必要があると認める日
又は時間

職員の配偶者並びに二親等以
内の血族及び姻族（小学校就
学の始期に達するまでの子を
除く。）が負傷又は疾病等の
事由により看護を必要とする
場合。

一の年につき２日を超え
ない範囲内でその都度必
要があると認める日又は
時間

１６と１７における休暇付与日数は、休暇取得時の対象者の

人数によって変更になる場合があるため、学校長等は状況等

を職員に確認のうえ承認すること。状況や付与日数の管理の

ためそれぞれ「管理簿」の作成（請求時点でも可）が必要だ

が、１６については小学生以下の子がいない場合省略可。

http://www.kochinet.ed.jp/shimanto-t/zireibetu/sanzensango2/sanzensango.xls
http://www.kochinet.ed.jp/shimanto-t/zireibetu/sanzensango2/sanzensango.xls
http://www.kochinet.ed.jp/shimanto-t/zireibetu/sanzensango2/sanzensango.xls


４９日（ 命日を入れて４９日目）

１周忌（ 　満　１年目の命日　）

３回忌（ 　満　２年目の命日　）

７回忌（ 　満　６年目の命日　）

１３回忌（ 　満１２年目の命日　）

１０日祭（ 命日を入れて１０日目）

５０日祭（ 命日を入れて５０日目）

１年祭（ 　満　１年目の命日　）

３年祭（ 　満　２年目の命日　）

５年祭（ 　満　４年目の命日　）

１０年祭（ 　満　９年目の命日　）

１９

社会に貢献する活動

障害者支援施設、特別養護
老人ホームその他の主とし
て身体上若しくは精神上の
障害がある者又は負傷し、
若しくは疾病にかかった者
に対して必要な措置を講ず
ることを目的とする施設で
人事委員会が定めるものに
おける活動

国際交流団体又は公的団体
が行う行事等において、通
訳その他外国人を支援する
活動

ア及びイに掲げる活動のほ
か、身体上若しくは精神上
の障害、負傷又は疾病によ
り常態として日常生活を営
むのに支障がある者の介護
その他の日常生活を支援す
る活動

地震、暴風雨、噴火等によ
り相当規模の災害が発生し
た被災地又はその周辺の地
域における生活関連物資の
配布その他の被災者を支援
する活動

父母・配偶者及び子の祭日
（人事委員会が定める年数
以内のものに限る。）

・

神　　　　　　道

キ リ ス ト 教

「父母」については、実父母及び養
父母を対象とし、配偶者の父母及び
父母の配偶者は対象外

一の年につき５日を超えない
範囲内でその都度必要がある
と認める日又は時間

時間単位

７時間４５分
で１日

ウ

エ

4-3-4-4(2019.12.12)

２０
その都度必要があると認める
場合において、１日

時間単位

７時間４５分
未満

でも１日

休暇承認簿に、「祭日休暇添付
書類」を添付して学校長の承認
を受ける（５年間保存）

特定の祭日はない

（職員が自発的に、かつ、報酬を得な
いでにア～エに掲げる社会に貢献する
活動を行う場合で、その勤務しないこ
とが相当であると認められるとき。）

休暇承認簿に「ボランティア活動計画
書」を添付して学校長に承認を得ること

親族に対する支援活動は対象とならない
 ↑
６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族

※その他の条件、注意事項あり

※休暇の残日数のすべてを使用しようと
する場合において、当該残日数に１時間
未満の端数があるときは、当該残日数の
すべてを使用することができる

ア

往復移動日は加算できない・

イ

仏　　　　　　教

１８

骨髄又は末梢血幹細胞の提供
職員が骨髄移植のための骨髄若し
くは末梢血幹細胞移植のための末
梢血幹細胞の提供希望者としてそ
の登録を実施する者に対して登録
の申出を行い、骨髄移植のため骨
髄若しくは末梢血幹細胞移植のた
め末梢血幹細胞を提供する場合

その都度必要があると認める
日又は時間

時間単位

配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の
者に提供する場合。
当該申出又は提供に伴い必要な検査、
入院等のため勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合。
県外への往復日数も加算できる。



日数

７

父母 ７

子 ７
・

祖父母 ３
・

孫 １

兄弟姉妹 ３
・

おじ又はおば １

・

・

・
おじ又はおば
の配偶者

配偶者の兄弟
姉妹又は兄弟
姉妹の配偶者

休み始めた日から期間内であれば出勤して
また休むことも可（出勤した期間を、後へ
足して休むことはできない）。

特別休暇の期間中に週休日並びに休日及び
代休日が含まれていた場合においても日数
又は期間の延長は行わない。

1

葬祭のため遠隔地へ行く場合には、実際に
要した往復日数を加算することができる。

期間内において必要があると認め
る期間

生計を一にする姻族は血族に準ずる。

代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける
場合は、１親等の直系血族（父母及び子）
に準ずる。

取得後、速やかに「忌引休暇取得状況報告
書」を校長に提出するとともに、会葬礼
状、住民票除票又は死亡広告等、親族の死
亡を確認できる書類を提示する（５年間保
存）。
　
※葬儀又は通夜へ管理職等が参加すること
で事実を確認した場合は確認書類の提示の
必要はない。

１

血
　
　
族

　配　　偶　　者

養子縁組をしている場合は、実の親族、養
子先の親族いずれにも該当する。

１

4-3-4-5(2020.10.12)

２１

時間単位

７時間４５分
未満

でも１日

配偶者の子又
は子の配偶者

死亡した者

姻
　
　
族

忌　引

配偶者の祖父
母又は祖父母
の配偶者

１

職員が最初に取得した日から数え始める。

配偶者の父母
又は父母
の配偶者

・

３

 

・

・

死産の場合、妊娠４月（８５日）以上であ
れば子の場合に該当する（女性職員は産
休）。



日

月 日から 月 日まで 日 日 時間

月 日から 月 日まで

月 日から 月 日まで

月 日から 月 日まで

自 1 月 12 日 12 時 00 分

至 月 日 16 時 45 分

自 1 月 25 日 8 時 15 分

至 月 27 日 16 時 45 分

自 2 月 3 日 8 時 15 分

至 月 8 日 16 時 45 分

自 2 月 15 日 11 時 00 分

至 月 日 16 時 45 分

自 3 月 14 日 8 時 15 分

至 月 31 日 16 時 45 分

自 5 月 15 日 8 時 15 分

至 月 日 15 時 00 分

自 7 月 5 日 12 時 00 分

至 月 日 16 時 45 分

自 7 月 24 日 8 時 15 分

至 月 27 日 12 時 15 分

自 8 月 21 日 12 時 00 分

至 月 日 16 時 45 分

自 8 月 23 日 8 時 15 分

至 月 日 12 時 15 分

自 8 月 28 日 12 時 30 分

至 月 日 16 時 45 分

自 8 月 30 日 12 時 30 分

至 月 日 16 時 45 分

自 9 月 11 日 12 時 00 分

至 月 日 16 時 45 分

自 10 月 1 日 時 分

至 月 31 日 時 分

自 11 月 7 日 8 時 15 分

至 月 日 9 時 15 分

自 12 月 7 日 8 時 15 分

至 月 日 16 時 45 分

時間

出勤困難休暇

 残；　　日　　時間　　分

1 日 時間 日

特 別 休 暇 等 承 認 簿

令和 〇 年

職　名 氏　　　名 暦年で取得
する特別休暇

1月から
3月までの
取得日数

時間日 4 時間

残日数

教諭 〇〇　〇〇
永年勤続休暇

請求できる日数

日

ボランティア休
暇 再任用短時間勤務職員の週の勤務日数

8 月 10 日まで
実施期間中の

勤務していない期間
7 月 1 日から

3 日 4 時間

 臨 ・ 任 

令和
 臨 ・ 任 

臨時的任用
教職員

任期付教員

任用期間
病気休暇

夏期特別
休暇

事　    　由

請求できる日数

月 日から 月

種類及び日数（時数）

月 日まで

夏期特別休暇

日数 実施期間

 臨 ・ 任 
日まで

3 日 時間

時間

年度
 臨 ・ 任 

承認印 期　　　　　間

日 時間

有  　　給
無給

特  　別 病　  気

4 日 時間 日 時間

日 時間

日 時間 日

時間

時間

時間

時間
30

分
日

日

日 6 時間

日 44 時間
45

分

日

日 時間

日 1 時間

育児のため

育児のため

 残；　　日　　時間　　分

4 時間

18 日 時間

日 3 時間
30

分

日 時間

日

日 4

日

日3 日 4 時間

日 4 時間

日

時間

時間

出勤簿
整理済

看護休暇 長女 発熱

 残；　　日　　時間　　分

永年勤続休暇

 残；　　日　　時間　　分

忌引　実父の葬儀等

日

 残；　　日　　時間　　分

手術のため

 残；　　日　　時間　　分

発熱による通院のため

 残；　　日　　時間　　分

 残；　　日　　時間　　分

5 時間

 残；　　日　　時間　　分

人間ドック受診のため

 残；　　日　　時間　　分

夏期特別休暇

 残；　　日　　時間　　分

夏期特別休暇

 残；　　日　　時間　　分

生理痛による体調不良

 残；　　日　　時間　　分

短期介護休暇 母

日 4 時間 日

夏期特別休暇

 残；　　日　　時間　　分

夏期特別休暇

 残；　　日　　時間　　分

時間

時間日 3

時間

夏期特別休暇

 残；　　日　　時間　　分

印
印

勤務時間 8：15 ～ 16：45 休憩時間 12：35 ～ 13：20 の場合

記入例

4 3 45

2

1 3 45

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

医療機関を受診したことが確認できる

書類（受診した日が確認できるもの）

を提出

6日を越えて1ヶ月未満の場合は、診断

書を提出

※別様式「病気休暇承認願」で

申請した場合には、本承認簿

への記入は不要

病 気 休 暇

１日 又は、４時間単位で取得

残日数（時間）が４時間未満になった場

合は、端数で取得

※事由欄に、残日数を記入する

※時間単位で取得する場合は、

始業時刻から 又は

終業時刻まで連続する時間

夏期特別休暇

２月３日(金)～８日(水)

勤務日に取得した日数を記入

印

0

管理簿：看護休暇管理簿

休暇の名称、被看護者の続柄、負傷・疾病等の内容を簡潔に記入

し、管理簿と一緒に提出

※付与日数、残日数は、管理簿で確認・管理

※小学生以下の子供がいない場合は、管理簿の作

成、提出は不要。ただし、事由欄に、残日数を

記入する

下記記入例は、小学生以下の子供がいない場合

時間単位で請求できるが、１日未満でも１

日とみなす

取得後、「忌引休暇取得状況報告書」を提

出し、親族の死亡を確認できる書類を提示

する

※確認できる書類の写しを学校で保管

※管理職等が葬儀、通夜に参加した場

合は、確認できる書類は不要

正規教職員、任期付教員

週休日を含む全日数を記入

管理簿：短期介護休暇管理簿

休暇の名称，要介護者の続柄を記入し、

「要介護者の状態等申出書」「管理

簿」と一緒に提出

※付与日数、残日数は、管理簿

で確認・管理

１週間又は１月を単位として、事前に請求す

る場合は、その期間と請求する合計時間を記

入する

※「育児休暇(時間)簿」を添付

その都度請求する場合は、「育児休暇(時間)

簿」の添付は不要

実施期間：７月１日～９月３０日

【正規教職員、任期付教員】

実施期間中、勤務していない期間がある場合における付与日数

○ 育休、病休等により勤務していない期間

１月未満 ： ５日

１月以上２月未満 ： ３日４時間

２月以上３月未満 ： ２日

【臨時的任用教職員】

実施期間における任用期間（日数）に応じて定める（上限５日）

夏期特別休暇

看 護 休 暇

忌 引 休 暇

育 児 休 暇

短期介護休暇

40 30

事前に請求した内容から変更があった場合は、「育

児休暇（時間）簿」の変更箇所と承認簿の合計時間

を変更をする（２本線で見え消し）

８月１１日に育児休業から復帰した場合の夏期

特別休暇

勤務していない期間、請求できる日数を記入

3 30

5
11

事前に請求した内容から変更があった場合は、訂正

印を押印する

印

7 30

印

事前に請求した内容を取りやめる場合は、全体に二重

線を引き、訂正印を押印する。所属長の承認印が押印

された後の取止の場合は承認印欄横に取止に対する承

認印をもらう。

0
印

届出者私印
校長私印

印

詳細な内容の記載は不要。所属長

には口頭で説明する。

4-3-4-6(2022.5.11)



時間数 時間数

時　分 時　分 時　分

1:00 1:00 2:00

9 月 3 日 （火） 11 ： 45 ～ 12 ： 45 1:00 13 ： 30 ～ 14 ： 30 1:00 2:00

9 月 4 日 （水） 10 ： 30 ～ 11 ： 45 1:15 14 ： 30 ～ 15 ： 45 1:15 2:30

9 月 5 日 （木） 8 ： 15 ～ 9 ： 00 0:45 15 ： 30 ～ 16 ： 45 1:15 2:00

9 月 6 日 （金） 15 ： 00 ～ 16 ： 45 1:45 ： ～ ： 1:45

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

月 日 （　） ： ～ ： ： ～ ：

44:45合　　計

9 月 ：日 4515

請　　求　　時　　間

（例２）
休憩時間の前後

１　回　目 ２　回　目

45 ～

（例５）

終業時にまとめて90分請求

する場合

備　　考

16

合   計
時間数

2 （月） 8 ： ： ：15

教諭 （氏名）（職名）

（所属）

月　　日

時　　間 時　　間

四万十町立　　　　学校

平成●●年９月１日から平成●●年９月30日までの育児休暇を次のとおり請求します。

記

育　児　休　暇　時　間　簿

四万十　華子

4-3-4-7(2018.12.31)

　　　　　　　　　　　　　　子が1歳6月未満　勤務時間 8:15～16:45　休憩時間 12:45～13:30　の場合

（例３）
勤務時間の途中
（例４）

始業時と終業時に30分と

60分に分けて請求する場合

～ 9 15
（例１）
始業時と終業時

記入例

請求できる時間
※子が1歳6月に達するまで

・1日2回、1回45分

・1日2回、1回30分と60分

・1日2回を連続させて90分

※子が1歳6月に達した後2歳に達するまで

・1日2回、1回30分

・1日2回を連続させて60分

👉育児のための往復時間を加算することができる
・勤務時間の最初又は最後に取る場合 15分
・休憩時間の前後に取る場合 15分

・勤務時間の途中に取る場合 30分

手続き

育児休暇は「特別休暇届・承認簿」にて請求するが、1週間

又は1月（暦月）を単位として、予め請求することができる。

その場合には、請求する日ごとに請求する時間（往復時間を

含む。）を明示した「育児休暇時間簿」を添付する。

【注】男性職員が請求する場合は、配偶者の養育状況について

備考欄又は特別休暇届・承認簿の事由欄に記入すること。

【注】年次有給休暇等により結果として１日勤務しない場合は、

育児休暇を取り消すこと。

出勤簿の整理

休暇時間数は分単位まで記載する。
特休

2:30



別記　第1号様式 記載例

令和●年1月1日

●●小学校

○　子の状況
氏　名 続柄 生年月日 年齢

高知　一子 長女●年１月　４　日 １２歳
高知　二子 二女●年５月　５　日 ６歳
高知　一郎 長男●年５月　６　日 ３歳
高知　二郎 二男●年８月　１　日 ０歳

年　　月　　日

年　　月　　日

注）　出生や小学校就学の始期に達するなど適宜加筆修正をすること。

○付与日数
変更日 子の数 付与日数

1月　１日 ２人 １０日

4月　1日 １人 ５日

8月　1日 ２人 １０日

月　　　日 人 日　

1月　１日 ３人 ２日

4月　1日 ２人 ２日

8月　1日 ３人 ２日

月　　　日 人 日　

付与日
数

残日（時間）数 付与日
数

残日（時間）数 付与日
数

残日（時間）数

(A) (A）－（Ｄの

アの合計)

(Ｂ) (Ｂ）－（Ｄ

のイの合計)

(Ｃ) (Ｃ）－（Ｄ

のウの合計)

高知　一郎 長男 ２日  時間　分 ア 10日 8日　時間　分 日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 土佐

高知　英子 妻 １日  時間　分 イ 　　　日 　日　時間　分 ５日 4日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 土佐

高知　二子 二女 １日 ５時間　分 ア 10日 6日2時間45分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 土佐

高知　一郎 長男 １日　時間　分 ア 5日 4日   時間   分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 土佐

高知　二郎 二男 １日　時間　分 ア 10日 ４日２時間４５分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 土佐

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分 　　　日 　日　時間　分

4-3-4-8(2020.2.17)

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

　１月　８日　　　時　　分から
　１月　９日　　　時　　分まで

　２月 １日　　　時　分から
　　月　　日　　　時　分まで

　３月１　日　８時３０分から
　３月２　日14時３０分まで

　４月２　日　　時　　分から
　　月　　　日　　時　　分まで

　１０月２日　　時　　分から
　　月　　　日　　時　　分まで

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

ウ　中学校就学の始期に
達するまでの子に係る分

続柄 イ　職員の配偶者並び
に二親等以内の血族
及び姻族（アの子を除
く。）に係る分

休暇
取得
種別
（ア
～
ウ）

ア　小学校就学の始期
に達するまでの子に係
る分

○休暇取得期間等

被看護者、休暇取得期間　等 備　考 確認者
欄（印
又はサ
イン）

(Ｄ)

取得日
（時間）数

　　月　　　日　　　時　　分から
　　月　　　日　　　時　　分まで

休暇取得種別

二女小学校就学

二男出生

ウ　中学校就学の始期
に達するまでの子に係
る分（ア又はイのすべ
ての承認を受けた後の
み取得可）

▲▲小学校

備　　考

被看護者名 休暇取得期間

ア　小学校就学の始期に
達するまでの子に係る分

休暇取得種別 変更理由 備　　考

　　高知　太郎

４月１日から中学校就学
４月１日から小学校就学

８月１日出生

教諭

看護休暇管理簿（令和 ●年）

所　　属 職　名 氏　　名

令和●年4月1日 年　月　日

・二女の小学校入学によりアの区分の対象者が長男

のみになったことから、付与日数（取得上限日数）

は５日に減少する。

・３月３１日時点の残日数は６日２時間４５分であ

り、４月１日時点での付与日数（取得上限日数）５

日を上回っていることから、付与日数は５日となり、

残日数は５日ー１日＝４日となる。

・二男の誕生により、アの区分が２人以上となることから、

付与日数（取得上限日数）が１０日となる。

・残日数は１０日ー（２日＋１日５時間＋１日＋１日）＝

４日２時間４５分となる。

平成31 年１月１日から一部の職員については、

看護休暇管理簿の省略が可能になりました。

○看護休暇を最初に請求する時点で小学生以下の子がいない場合は、

看護休暇管理簿（以下「管理簿」という。）の作成を省略することが可能です。

○小学生以下の子がいる場合は、被看護者の区分に関わらず、従前どおり管理簿の

作成が必要です。

（例）小学生以下の子がいない職員が、親に係る看護休暇を請求→管理簿は不要。

小学生以下の子がいる職員が、親に係る看護休暇の請求→管理簿が必要。

※従来とおり暦年ごとに看護休暇管理簿を全員分作成することが望ましいが、

請求があった時点で作成することも可とする。

子の小学校入学等により、年の途中で小学校就学の始期に達するまでの子

の人数が２人以上から１人となった場合は、その時点の残日数（残日数が

５日を超える場合には、５日）の範囲内で、子の看護休暇を取得すること

ができることとする。

短期介護休暇の上限日数についても同様とする。



別記　第３号様式 記載例

職　名

令和●年1月1日 年　月　日

●●小学校

○要介護者の状況
要介護者氏名 続柄 介護が必要

になった時期

高知　進 父 Ｈ20.10

高知　良子 母 ●年2月1日

○付与日数

変更日 要介

護者

数

付与日数

１月　1日 1人 ５　日

２月　1日 2人 10日

４月　１日 1人 ５　日

月　　　日     　　人　

月　　　日     　　人　   　  日　

月　　　日     　　人　   　  日　

取得日（時
間）数

付与

日数
残日（時間）
数

（Ｂ） (A) (A）-（Ｂの合

計)

高知　進 父 2日　時間　分 　1 人 5 日 ３日　時間　分 土佐

高知　良子 母 1日　時間　分  2　人 10 日 ７日　時間　分 土佐

高知　進 父 　日5 時間　分 　1 人 5 日 ４日２時間45分 土佐

　日　時間　分 　　　人 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　人 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　人 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　人 　　　日 　日　時間　分

　日　時間　分 　　　人 　　　日 　日　時間　分

4-3-4-9(2020.2.17)

短期介護休暇管理簿（令和　●年）

所　　属 氏　　名

令和●年4月1日

▲▲小学校

要介護者の状態 備　　　考

老齢（要介護２）により日常生活を営むのに支障がある

右足骨折で歩行不能となり介護が必要（２か月程度） 骨折の治癒(４月1日）

母の骨折が治癒したため

付与日数変更理由
備　　　考

母が骨折により介護が必要であるため

○休暇取得期間等

要介護者、休暇取得期間　等 　残日（時間）数等 備　考 確認者
欄（印
又はサ
イン）

要介護者名 続柄 休暇取得期間

　　月　　　日　　　　時　　　　分から

　　月　　　日　　　　時　　　　分まで

　　月　　　日　　　　時　　　　分から

　　月　　　日　　　　時　　　　分まで

　　月　　　日　　　　時　　　　分から

　　月　　　日　　　　時　　　　分まで

要介護
者数

　1 月　8 日　　時　　　分から

  1 月　9 日   　時　　　分まで

 2　 月  ４ 日　　 時　　分から

    　 月 　　日　 　時　　分まで

　  ４  月 　2 日　8 時 30 分から

　　４  月 　2 日14 時 30 分まで

　　月　　　日　　　　時　　　　分から

　　月　　　日　　　　時　　　　分まで

　　月　　　日　　　　時　　　　分から

　　月　　　日　　　　時　　　　分まで

暦年ごとに全員分作成することが望ましいが、

看護休暇管理簿と同様に、請求があった時点で作成する

ことも可。
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別記第２号様式 

 

要介護者の状態等申出書 

（平成 ●● 年 ２ 月 ３ 日提出） 

所 属 四万十町立●●小学校 

氏 名  高知 花子   印 

 

１ 要介護者に関する事項 

（１）氏 名      高知 良子 

 

（２）職員との続柄   実母 

 

（３）職員との同居又は別居の別 

□ 同居   □ 別居 

 

（４）介護が必要となった時期 

平成 ●● 年 ２ 月 １ 日               

 

２ 要介護者の状態及び介護が必要な期間 

     実母 高知 良子が右足骨折により、２ヶ月程度の介護が必要となりました。支えなし 
では歩行困難であり、入浴や排泄等にも介助が必要な状態です。リハビリの介助も必 
要なため、通院（整形外科 ○○市）の際にも付き添わなければなりません。    

 ３ 備考 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

注１ 「１ ( 4 ) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時から相当以前であること等によ

り特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができます。 

２ 「２ 要介護者の状態及び介護が必要な期間」には職員が介護をする者が要介護者に該当することが分かるよ

うに記入するとともに、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況が明らかになるように具体的

に記入してください。 

３ 所属長が休暇の承認について特にその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書又はその他

の書面の提出を求めることがあります。 

高
知 
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ボランティア活動計画書 

 

所属 四万十町立◆◆中学校  

氏名  十和 米香   ㊞  

 

１ 活動期間   平成 ●● 年 ８ 月 ５ 日  午前・午後  ８時から   平成 ●● 年 ８ 月 ９ 日  午前・午後  ５時まで 

 

２ 活動の種類 

□ 被災者への支援活動 

□ 社会福祉施設等における活動 

□ その他の日常生活を支援する活動 

□ 外国人への支援活動 

 

３ 活動場所   施設名等： ○○○△△                      

所在地 ： ××県××市××５６－７               

電話番号： ●●●●－●●－●●●●               

 

４ 具体的な活動内容    ××市ボランティアセンターの指示による 
 

５ 仲介団体等の有無及び団体名      □ 有      □ 無 

団体名 ： 全日本教職員組合                   

所在地 ： 東京都××区××１２－３               

電話番号： ０３－▲▲▲▲－▲▲▲▲               

 

６ 備考 

 

 

注）１「３活動場所」及び「４具体的な活動内容」については、当該活動が仲介団体   等（社会福祉協議会等主として活動の仲介を行っている団体のほか、自らも活動   主体となって活動を行う団体も含まれる。）を通じたものであり、当該仲介団体   等による証明が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えない。   ２「３活動場所」は、活動場所が支援する相手の居所である場合には、その者の   氏名及び住所等を記入する。   ３「６備考」は、支援する相手の居宅における活動を仲介団体等を通じないで行   う場合に、その者の状態について記入する。 

(別紙) 

十
和 
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別紙２ 

 

（祭日休暇添付書類） 

 

所属 四万十町立河童中学校  

氏名 四万十 三郎      

 

 

１ 行事の行われる日（休暇取得日） 

 

平成×× 年 ○ 月 △ 日 

 

 

２ 対象者の氏名及び続柄 

 

氏名  四万十 一郎 

 

続柄  父 

 

 

３ 祭日の名称      一周忌 

 

 

 

４ 行事を行う場所 

 

住所      高岡郡四万十町□□４５番地 

 

施設等の名称  自宅 

 

備考 

 

１ 「３ 祭日の名称」は、「４９日」「１周忌」「３年祭」等の名称を記載すること。 

 

２ 配偶者の父母及び父母の配偶者は対象外であること。 
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別紙１ 

忌引休暇取得状況報告書 

 

 

所属  四万十町立河童中学校 

氏名  四万十 三郎     

 

１ 忌引休暇取得日 

平成 ○× 年 △ 月 １ 日 から 

平成 ○× 年 △ 月 ７ 日 まで  (   ７  日間) 

 

２ 死亡した者の氏名等 

氏名 十和 花子 

住所 高岡郡四万十町〇〇１２３番地（同居） 

続柄 妻の母 

死亡年月日   平成 ○× 年 △ 月 １ 日 

葬儀の日    平成 ○× 年 △ 月 ３ 日 

 

３ 遠隔地加算       

 

４ 葬儀の場所等（遠隔地加算がある場合のみ記載） 

住所       

施設等の名称   

学校確認欄  

確認書類 

１ 会葬礼状   ２ 住民票除票   ３ その他の書類（         ） 

４ 葬儀・通夜への参加      （参加した管理職等の職氏名： 校長  大正 駄罵陀    ） 

 
学校長等確認印 印 

備考  １ 「続柄」は詳細な内容を記載すること。  例）×「伯母」  ○「父の弟の配偶者」  ２ 「遠隔地加算」は、葬儀のため遠隔地に赴き、往復日数を加算した場合のみ枠内に○をし、「４   葬儀の場所等」も記載すること。 

※遠隔地加算は、片道概ね６時間以上を要する場合に加算できる。  ３ 服務監督者等は、確認書類の提示を受けた場合は「確認書類」欄の該当するものに○をし、当該   書類の写しをとり、この報告書と一緒に保管すること。  ４ 「葬儀・通夜への参加」は、葬儀又は通夜へ管理職等が参加することで事実を確認した場合とす   る。この場合は確認書類の提示は必要ない。 

 カレンダーがこのような場合 
曜日 火 水 木 金 土 日 月 
日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
土日も含めた取得日数を記載する。 

配偶者の父母は、姻族で３日ですが、

「生計を一にする姻族は血族に準ず

る」ため、７日までの取得が可能で

す。生計を一にしていたことを示す

ため、「同居」と記載します。 
大

正 遠隔地加算がない場合、 
３、４は未記入でかまいません。 
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 平成●●年 ４ 月２１日 

小中学校課長 様 

 

 

四万十町立○×小学校長    

中岡 慎二郎 印 

 

所属コード（ ３３３３３３ ） 

 

無給休暇取得の報告について 

 

 

下記のとおり、職員が無給休暇を取得しましたので、報告します。 

 

記 

 

１．職名    講師 

氏名    坂本 乙女 

職員番号  ５６７８９０ 

 

２．無給休暇の内容 

子の看護休暇 

 

３．無給休暇の期間 

平成●●年 ４ 月２１日～●●年 ４ 月２１日（ ４ 時間    分） 

 

４．添付書類 

・ 出勤簿写 

・ 休暇届承認簿写 

○×

小  学
校
長
印 

※地教委経由で県教委

小中学校課へ提出  


